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今
年
は
、
戦
後
返
還
要
求
運
動
が

始
ま
っ
て
か
ら　

年
に
当
た
る
歴
史

６０

的
な
節
目
の
年
で
あ
り
、
８
月
１
日

か
ら
９
月　

日
の
間
で
「
２
０
０
５

３０

北
方
領
土
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
が
展
開

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
う
け
て
留
萌
市

で
も
市
役
所
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー
と

「
は
ー
と
ふ
る
」
に
「
返
還
要
求
署
名

簿
」
を
配
置
し
て
お
り
ま
す
。

　

署
名
を
通
じ
て
国
民
一
人
ひ
と
り

の
意
思
を
北
方
領
土
返
還
実
現
に
反

映
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

�問
 

市
・
企
画
調
整
グ
ル
ー
プ　

　

�　

・
1
8
0
9（
直
通
）

４２

北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
の

標
語
募
集

　

北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
は
、
領

土
問
題
を
身
近
な
問
題
と
し
て
認
識

し
て
い
た
だ
く
た
め
、
広
く
皆
様
か

ら
平
成　

年
度
の
北
方
領
土
に
関
す

１７

る
標
語
を
募
集
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
奮

っ
て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

�
応
募
要
項　

ハ
ガ
キ
１
枚
に
１
作

品
（
住
所
、
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、

電
話
番
号
、
職
業
を
明
記
）。
電
子

メ
ー
ル
も
可
。

�
条
件　

入
選
作
品
に
つ
い
て
は
、

氏
名
、
居
住
地
の
都
道
府
県
市
町
村

名
を
公
表
で
き
る
こ
と
。

�
応
募
締
切　

平
成　

年
９
月　

日
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３０

�
賞
及
び
賞
状　

理
事
長
賞  
１
人 
賞
状 
賞
金
５
万
円

優
秀
賞　

４
人 
賞
状 
賞
金
２
万
円

佳
作　

5
人 
賞
金 
5
千
円

�
送
り
先　

�
１
０
２
‐
０
０
９
４

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
７
‐
１

上
智
紀
尾
井
坂
ビ
ル　

独
立
行
政
法

人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会　

�
０
３
・
３
２
６
３
・
７
６
９
１

「
森
づ
く
り
現
地
検
討
会
」開
催

　

留
萌
森
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
で
は
、

７
月　

日
�
留
萌
支
庁
管
内
か
ら
地

２２

域
の
皆
さ
ん
や
林
業
関
係
者　

名
が

３１

参
加
さ
れ
小
平
町
大
椴
・
寧
楽
地
区

等
で
道
有
林
の
今
後
の
管
理
や
山
づ

く
り
の
た
め
に
地
域
の
皆
さ
ん
の
意

見
等
を
聞
く
「
森
づ
く
り
現
地
検
討

会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
現
地
で
出
さ
れ
た
「
本
数

が
多
い
の
で
、
間
引
き
を
早
急
に
し

た
ほ
う
が
よ
い
」
等
の
意
見
を
生
か

し
た
、
平
成　

年
度
か
ら
始
ま
る
新

１９

た
な
道
有
林
の
「
整
備
・
管
理
計
画
」

作
り
を
進
め
ま
す
。

�問
 

留
萌
森
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
森
林
整

備
課
主
査（
計
画
）�　

・
１
５
１
１

４２

（
内
線
４
６
６
７
）

 

■２００5年９月号／通巻５７０号　■印刷／留萌印刷�
この広報誌は、再生紙を使用しています

� 人の動き �平成１7年7月末現在。（　）は前月比

世　帯
12,872（+4）

女
14,054（+1）

男
13,304（-17）

人 
27,358（-16）

★先月号のクイズの答えは、平和です。

（問題は、「留萌市は昭和５９年５月３日か

ら恒久の平和を願い幸せな市民生活を守

る決意を表明し、非核○○都市を宣言す

る。○○に入る文字をお答えください。」

でした。）

★今月号のクイズ

「留萌市は９月４日（日）午前９時から市

内４カ所のコミュニティセンターを会場

（避難所）として、住民参加を主とした

“市民○○訓練”を開催します。○○に入

る文字をお答えください。」

クイズクイズ るもいのるもいのつぼつぼ得
編集・発行

留萌市企画財政部企画調整グループ

●広報るもいへのお問合せ●

〒０７７－８６０１ 留萌市幸町１丁目１１番地『広報るもい』係
�０１６４－４２－１８０９／ �０１６４－４３－８７７８

ホームページ http://www1.sphere.ne.jp/rumoi/
E （電子） メールアドレス rumoi@seagreen.ocn.ne.jp

「①答え、②意見・要望、③氏名、④住所、⑤性別、⑥職業、⑦電
話、⑧電子メールアドレス」を記入し、ハガキ、電子メール、
ＦＡＸで上記まで送ってください。応募者の中から抽選で
５名に『商品券』が当たります!!応募期限は9月26日です。

ク イ ズ の 応 募 方 法

北方領土返還要求署名について
北方領土返還要求運動の標語募集について
１５０年の歴史。６０年の想い。

h
ok
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h
oppou

.g
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平
成　

年
度
理
事
長
賞

１６

取
り
戻
せ  
歴
史
も
語
る  
北
の 
四  
島 
し 

ま

交通事故を撲滅し、今年こそワーストワンを返上しましょう

14

今
月
も
、
知
っ
て
お
き
た
い
情
報
が
満
載
で
す
！

くらしの
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プ
ラ
ザ

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負

担
変
更
に
つ
い
て

　

平
成　

年　

月
か
ら
、「
施
設
サ

１７

１０

ー
ビ
ス
の
居
住
費
と
食
費
」、「
通
所

サ
ー
ビ
ス
の
食
費
」
が
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
施
設
サ

ー
ビ
ス
と
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者

負
担
を
公
平
に
す
る
た
め
、
居
住
費

と
食
費
が
保
険
給
付
の
対
象
外
と
な

る
か
ら
で
す
。

　

た
だ
し
、
所
得
の
低
い
方
の
負
担

が
重
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
限
度
額

が
設
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
限
度
額
を

超
え
た
分
に
つ
い
て
は
、「
特
定
入

所
者
介
護
（
支
援
）
サ
ー
ビ
ス
費
」

を
申
請
す
る
こ
と
で
自
己
負
担
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。（
通
所
サ
ー
ビ
ス
の

食
費
は
該
当
し
ま
せ
ん
。）

　

詳
し
い
こ
と
を
お
知
り
に
な
り
た

い
方
は
、
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は

ー
と
ふ
る
（
五
十
嵐
町
１
丁
目
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

�問
 

市
・
い
き
が
い
介
護
保
険
係　

　

�　

・
２
５
５
８

４９

介
護
保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

　

留
萌
市
独
自
の
福
祉
政
策
と
し
て
、

　

歳
以
上
の
方
で
、
収
入
の
低
い
方

65の
介
護
保
険
料
を
軽
減
し
ま
す
。

�
対
象
者

今
年
度
の
介
護
保
険
料
が
第
２
段
階

年
額
２
万
７
９
０
０
円
で
、
世
帯
の

年
間
収
入
が
１
人
世
帯　

万
円
以
内
、

８０

２
人
世
帯　

万
円
以
内
で
あ
る
こ
と
。

１２０

た
だ
し
、
３
人
世
帯
以
上
の
場
合
は
、

１
人
増
え
る
ご
と
に　

万
円
を
加
算

３５

し
た
範
囲
内
の
収
入
と
し
ま
す
。
以

上
の
収
入
基
準
に
該
当
し
て
も
、
市

民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
た
り
、
生

活
を
共
に
し
て
い
る
場
合
は
、
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
。

�
軽
減
す
る
額

　

第
２
段
階
介
護
保
険
料
年
額
２
万

７
９
０
０
円
を
第
１
段
階
相
当
年
額

１
万
８
６
０
０
円
に
軽
減
し
ま
す
。

※
年
度
の
途
中
で　

歳
に
な
ら
れ
た

６５

方
や
転
入
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、

年
額
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

�
申
請
す
る
場
所

市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
ー
と
ふ
る

（
五
十
嵐
町
１
丁
目
）い
き
が
い
課
介

護
保
険
係
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

�
申
請
に
必
要
な
も
の

印
か
ん
、
世
帯
全
員
の
収
入
証
明

（
年
金
は
が
き
通
知
、
給
料
明
細
等
）、

健
康
保
険
証

※
９
月　

日
は
介
護
保
険
料
２
期
の

３０

納
付
期
限
で
す
。
保
険
料
の
納
付
に

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

�問
 

市
・
い
き
が
い
課　

�　

・
２
５
５
８

４９

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

９
月　

日　

か
ら
発
売
!
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（月）

▼
抽
せ
ん
日
は　

月　

日
�

１０

１４

財
団
法
人
全
国
市
町
村
振
興
協
会

「施設サービスの利用者負担変更」
と「介護保険料の軽減」について
市いきがい課からのお知らせ

「居住費」と「食費」の負担軽減の対象となる方は、利用者負担「第1段階」～「第3段階」の方です。

対　象　者利用者負担段階
・本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
・生活保護を受給している方

利用者負担
第1段階

・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収
　入額の合計が80万円以下の方

利用者負担
第２段階

・本人および世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない方
・利用者第4段階の方で、＊「特例減額措置」を受けられる方

利用者負担
第３段階

・本人は住民税非課税だが、同じ世帯に住民税課税者がいる方
・本人が住民税を課税されている方

利用者負担
第４段階

＊「特例減額措置」とは、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所したことにより、居住費と食費
を支払うことで生計が困難になるなどの一定の要件を満たし、申請によって認められた方。


